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公 告

平成30年４月６日付け公報定期第4632号により公告した本職の職務代理について、海外出張を行わないこ

ととしたことから、平成30年４月８日から同月11日までの間における本職の職務は、本職が行う。

平成30年４月６日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

30 ４ ６ 金曜日 （号外第16号）
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30 ４ ６ 金曜日 （号外第16号）


